公益財団法人日本教育公務員弘済会石川支部

「令和７年度映画鑑賞補助」要項
令和７年度公益財団法人日本教育公務員弘済会石川支部の福祉事業として、福祉対象者に対し、心身のリフレッシュ・心のデトックス・自己啓発支援を目的として、「令和７年度映画鑑賞補助」を下記のとおり実施します。

1． 補助内容　イオンシネマ大人用映画鑑賞券（６ヶ月間〈 R8.3.1～8.31 〉有効）
1人につき２枚
＊全国の「イオンシネマ」で使用可能。県内では、イオンシネマ金沢
フォーラス・イオンシネマ白山・イオンシネマ金沢・イオンシネマ
新小松の４館のみ使用可能。
　　　　　　　
２．補助対象者  福祉対象者
＜次のいずれかの教弘保険（提携保険会社：ジブラルタ生命保険）にご加入いただいている方）＞５００人（予定）
＊「ユース教弘保険」「新教弘保険A型・B型」「教弘保険S型・K型」
「第1種～第４種教弘保険」
＊上記以外の保険は対象外
３．申請方法
①左のQRコードからのweb申請のみとします。「映画鑑賞券申込」画面が表示
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されますので、必要事項をご入力いただき、送信願います。
②申込送信が完了すると、入力したアドレスに回答のコピーが返信されますの
で、必ずご確認ください。
（メールが届かない場合はメールアドレス入力誤りか、迷惑メールに振り分け
られている可能性があります）
４．申請期間　　２０２５年１２月８日（月）１０時～２０２６年１月２３日（金）１６時まで
　　　　　　　　
５．補助決定　　①申請者多数の場合には、２月上旬（予定）に抽選で決定します。
②補助決定者には、２月上旬～３月中旬（予定）に学校担当LCが鑑賞券を手
　交いたしますので、受領書にサインの上、お受け取り下さい。
③決定者についての公表やお問合せにはお答えできませんので、ご了承下さい。
　　　　　　　
６．注意事項　　①転売目的での申請は固くお断りいたします。
　　　　　　　 　②１人１回のみの申請となります。
※　お問合せ　　〒９２０-０９０１　金沢市彦三町２丁目１番４５号　むさしビル６階

　　　　　　　　　公益財団法人日本教育公務員弘済会石川支部

　　　　　　　　　TEL：０７６－２５５－１４６１　　FAX：０７６－２５５－１４８６

　　　　　　　　　E-mail：ishikawa@nikkyoko.or.jp
